
平成

す
る第

は
」

年 月 日 水曜日

山山

山 口 県

○
公被大

山

（定期）報

○
訓山

○
告指土 毎

第 号

。三
条
第
三
号
ニ
中
「
委
員
及
び
教

に
改
め
、
「
又
は
別
記
第
六
号
様

口
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部
を
改

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

山
口
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部

口
県
官
報
報
告
規
程
（
昭
和
二
十

告災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
政
令
で
定

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

訓

口
県
訓
令
第
九
号

目

次

令口
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部
を
改
正

示定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（

地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
の

週
火
・
金
曜
日
発
行

育
長
」
を
「
教
育
長
及
び
委
員

式
」
を
削
る
。

正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

山
口
県
知

を
改
正
す
る
訓
令

九
年
山
口
県
訓
令
第
二
十
五
号

め
る
自
然
災
害
（
厚
政
課
）
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
二
件

令

す
る
訓
令
（
学
事
文
書
課
）
…
…
…
…

下
関
市
）
（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…

認
定
（
監
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…」

に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又

庁

中

一

般

め
る
。

事

村

岡

嗣

政

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

）
（
商
政
課
）
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（水曜日）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

限
る
。
）
）
、
保
安
林
の
指

告

山
口
県
告
示
第
三
百
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十

記
載
の
様
式
に
つ
い
て
は
、

ら
ず
、
次
の
様
式
に
よ
る
。

山

口

県

教
育
委
員
会
教
育
長
任
命

×
月
×
日
次
の
者
が
任
命

教
育
委

○
委
員
」
の
下
に
「
（
教
育
長

別
記
第
十
二
号
様
式
を
削
る

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十

別
記
第
十
二
号
様
式
を
削
る

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以

第
五
条
中
「
、
官
報
報
告
簿

部
」
を
「
三
部
」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
（
注
）

る
。別

記
第
八
号
様
式
中
「
×
×

○
委
員
」
の
下
に
「
（
教
育
長

別
記
第
十
号
様
式
中
「
×
×

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及

（
平
成
二
年
農
林
水
産
省
告
示
第

定
を
す
る
件
（
平
成
三
年
農
林
水

示

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三

よ
う
に
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

四
日

山
口

改
正
後
の
山
口
県
官
報
報
告
規
程

さ
れ
た
。

員
会
教
育
長

氏

名

）
」
を
加
え
る
。

。七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
九

後
最
初
の
教
育
委
員
会
教
育
長
の

（
別
記
第
十
二
号
様
式
）
に
必
要

２
中
「
、
事
務
局
長
又
は
教
育
長

委
員
会
委
員
」
の
下
に
「
（
教
育

）
」
を
加
え
る
。

委
員
会
委
員
（
」
の
下
に
「
教
育

一

び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目

三
百
七
十
五
号
（
二
に
係
る
も
の

産
省
告
示
第
七
百
三
十
号
（
二
に

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
知
事

村

岡

嗣

政

第
三
条
第
三
号
ニ
の
規
定
に
か
か

た
だ
し
、
第
五
条
の
改
正
規
定
及

月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

任
命
に
係
る
官
報
掲
載
事
項
の
原

な
事
項
を
記
載
し
」
を
削
り
、
「

」
を
「
又
は
事
務
局
長
」
に
改

委
員
会
教
育
長
）
」
を
、
「
○
○

委
員
会
教
育
長
・
」
を
、
「
○
○

的に係 保 わ び稿 二め○○

訓

令

告

示



平成 年 月 日 水曜日

四

山 口

一二三

（定期）県 報

市
農

山
土

に
よ

第 号

る要
二

ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
十
分

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
字
稲

使
用
の
部
分

な
し

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

法
第
二
十
条
第
一
号
関
係

上
関
町
営
墓
地
整
備
事
業
（
以

掲
げ
る
施
設
に
関
す
る
も
の
で
あ

法
第
二
十
条
第
二
号
関
係

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
上

起
業
者
の
名
称

上
関
町

事
業
の
種
類

上
関
町
営
墓
地
整
備
事
業

起
業
地

収
用
の
部
分

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

林
水
産
振
興
部
農
林
整
備
課
に
備

口
県
告
示
第
三
百
十
八
号

地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
認
定
を

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

も
の
に
限
る
。
）
）
及
び
保
安
林

（
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
に

流
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で

積
及
び
字
松
本
地
内

下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）

る
。

関
町
は
、
一
般
会
計
に
よ
り
予

山
口
県
知

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」

し
た
。

の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
九
年

定
め
る
と
こ
ろ
（
森
林
法
第
二

よ
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に

算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か

事

村

岡

嗣

政

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関

と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
七
号

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重

と
お
り
と
す
る
。

玖
珂
郡
和
木
町
の
区
域

（
三
三
一
）
被
災
者
生
活
再
建

平
成
二
十
六
年
八
月
六
日
の

支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六

す
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十

る
と
認
め
ら
れ
る
。

ウ

以
上
の
こ
と
か
ら
、

る
も
の
で
あ
る
と
認
め

五

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面

上
関
町
生
活
環
境
課

公

ウ

本
件
事
業
の
起
業
地

比
較
検
討
し
た
上
で
選

エ

以
上
の
こ
と
か
ら
、

す
る
も
の
で
あ
る
と
認

法
第
二
十
条
第
四
号
関

ア

本
件
事
業
は
、
墓
地

祉
の
向
上
を
図
る
た
め

イ

本
件
事
業
の
起
業
地

法
第
二
十
条
第
三
号
関

ア

本
件
事
業
の
施
行
に

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

イ

本
件
事
業
の
施
行
に

設
」
と
い
う
。
）
を
整

か
し
、
起
業
者
の
調
査

の
措
置
を
講
ず
べ
き
動

与
え
る
影
響
は
軽
微
な

支
援
法
の
政
令
で
定
め
る
自
然
災

大
雨
に
よ
り
発
生
し
た
次
の
区
域

十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
の
政
令

四
日

山
口

本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、

ら
れ
る
。

の
縦
覧
場
所

告

は
、
交
通
の
利
便
性
が
高
い
こ
と

定
さ
れ
て
い
る
。

本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
土
地

め
ら
れ
る
。

係の
永
続
的
か
つ
適
正
な
管
理
を
確

早
急
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
事
業
で

の
範
囲
は
、
本
件
施
設
の
規
模
等

係よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
、
墓
地
の

住
民
の
福
祉
の
向
上
が
図
ら
れ
る

よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
本
件
事

備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
環
境

に
よ
れ
ば
、
起
業
地
の
周
辺
に
お

植
物
及
び
文
化
財
は
存
し
な
い
こ

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

害に
係
る
災
害
は
、
被
災
者
生
活
再

で
定
め
る
自
然
災
害
に
該
当
し

県
知
事

村

岡

嗣

政

又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が

等
を
条
件
と
し
て
、
三
案
に
つ
い

の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄

保
す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
住
民
の

あ
る
。

に
比
し
て
必
要
最
小
限
の
も
の
で

永
続
的
か
つ
適
正
な
管
理
を
確
保

こ
と
で
あ
る
。

業
に
係
る
施
設
（
以
下
「
本
件

が
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

い
て
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
特

と
か
ら
、
本
件
事
業
が
周
辺
環
境

二

建ま あ て与福あ す施し別に

公

告



平成 年 月 日 水曜日

一二

山 口 県

（
三大

二
十

部
市当

労
働

（定期）報

労
働

一二

第 号

（
三大

二
十

陽
小当

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

株
式
会
社
山
口
井
筒

所
在
地

宇
部
市
常
盤
町
一
丁

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

三
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

六
年
四
月
十
五
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月

部
商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
振
興

部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野
田
市
産

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
千
代

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

三
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

六
年
四
月
十
五
日
山
口
県
公
告

野
田
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

該
意
見
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月

山
口
県
知

在
地

屋
宇
部
店

目
六
番
三
〇
号

。 第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
二
四
）
に
係
る
大
規
模
小
売

二
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
二
十

部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

業
振
興
部
商
工
労
働
課
に
お
い

山
口
県
知

在
地

ス
ト
ア
モ
リ
小
野
田
店

町
一
丁
目
六
四
一
四
の
四

。 第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
二
三
）
に
係
る
大
規
模
小
売

。二
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
二
十

事

村

岡

嗣

政

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
宇

四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

三



平
成
二

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日
印
刷

十
六
年
九
月
二
十
四
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


